
（1） 

 
 

議
案
第
二
百
三
号 

 
 

 
 

福
島
県
中
小
企
業
振
興
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

福
島
県
中
小
企
業
振
興
基
本
条
例
（
平
成
十
八
年
福
島
県
条
例
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

 
 

前
文
中
「
必
要
で
あ
る
。
」
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
う
し
た
中
で
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
に
深
刻
か
つ
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
経
営
状
況
か
ら 

立
ち
上
が
り
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
、
本
県
の
中
小
企
業
の
復
興
再
生
に
向
け
た
重
点
的
な 

施
策
を
迅
速
に
展
開
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 
 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

中
小
企
業
の
振
興
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
及
び
影
響
を
克
服
す
る
た
め
の
不
断
の
取
組

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

に
よ
り
、
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
県
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
中
小
企
業
の
復
興
再
生
に
向
け

て
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

被
災
し
た
事
業
者
の
事
業
継
続
及
び
事
業
再
開
の
た
め
、
産
業
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
並
び
に
施
設

 
 

 

等
の
復
旧
及
び
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

観
光
、
県
産
品
等
の
風
評
払
拭
に
努
め
る
こ
と
。 

 
 

三 

深
刻
な
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
の
経
営
基
盤
の
強
化
の
た
め
、
国
内
外
に
お
け
る
市
場
の
開

 
 

 

拓
及
び
国
外
に
お
け
る
円
滑
な
事
業
の
展
開
の
支
援
を
図
る
こ
と
。 

 
 

四 

原
子
力
に
依
存
し
な
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
中
心
と
し
た
産
業
構
造
の
確
立
を
図
る
こ
と
。

 
 

五 

最
先
端
の
医
療
関
連
産
業
の
集
積
を
図
る
こ
と
。 

 

 
 

 
 

附 

則 

 
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      


